
2024 年 2 月 

マイクロソルダリング技術要員 実装工程管理術者資格 改正のご案内 
（2024年度より導入） 

 
一般社団法人 日本溶接協会の団体規格である WES 8109『マイクロソルダリング技術要員認証基準』を2024年04月付にて改正し、実装工程管理技術者資格につい

ては「インストラクタ」と統合されて、下記の箇条１～７に記載した内容の変更が加えられます。当該改正は2024年度からの導入を予定しておりますので、当該資格

を既に保有されている方、これから新規受験をご検討頂いている方は、ご確認下さいますようお願い致します（マイクロソルダリング技術要員 他資格の改正につい

ては、当制度ホームページにてご確認願います）。 
 
１. 資格について  
 【 改正内容 】 

・右図の通り、「インストラクタ」と 「実装工程管理技術者」を統合し、 
「インストラクタ」資格の中で、「マニュアルソルダリング」と「実装工程」 
の区分を設け、製造現場のニーズに合わせて、片方の区分だけでも、 
両方の区分でも要員認証を受けられるように改正されます。 

 
 

・下表の通り、「任務及び責任」「知識および職務能力」について、インストラクタとの統合に伴い、実装工程管理を中心とした内容からマイクロソルダリングに

関わる作業現場全体の管理及び教育・指導に主眼を置いた内容へと変更となります（実装工程管理技術者を包含し、「指導能力」を付加した新たな資格となり

ます）。現制度での実装工程管理技術者と新制度でのインストラクタ（実装工程区分）では、認められる知識や職務能力について差異がございます。 
 

≪現制度：2023年度まで（実装工程管理技術者）≫                       ≪新制度：2024年度以降（インストラクタと統合）≫ 

任務及び責任 マイクロソルダリング実装工程における設備管理及び組立基準， 
検査基準に基づいた実装工程管理，品質判定，トラブルなどへの対処 

 
任務及び責任 マイクロソルダリングに関わる作業の教育，監督指導，現場管理， 

品質判定など 

知識および 
職務能力 

マイクロソルダリング技術に関する十分な実務経験と実装機器及びそ

の工程管理に関する知識と品質判定及びトラブルなどへの対処能力 
知識および 
職務能力 

マイクロソルダリング技術に関する十分な知識，作業教育，トラブル

対処，現場管理などに関する職務能力 

活用職種 
実装機器のオペレート・メンテナンス・トラブルへの対応，実装ラインの

品質管理者，実装ライン作業者への指導・教育担当者 
活用職種 

教育担当，作業指導，生産・品質管理のリーダー， 
メンテナンス・トラブルへの対応 

 
 
２. 受験条件について  
【 改正内容 】インストラクタとの統合に伴い、受験条件に一部文言を追加すると共に、年齢規定及び職務経験年数規定が変更となります。  

≪現制度：2023年度まで（実装工程管理技術者）≫                       ≪新制度：2024年度以降（インストラクタと統合）≫ 

受験条件 (1) 満 20 歳以上で経験 2 年以上 
(2) 理工系大学卒業の場合で，経験 1 年以上 

 
受験条件 

(1) 満 22 歳以上で職務経験 4 年以上 
(2) 理工系以外の大学卒業の場合で，職務経験 3 年以上 
(3) 理工系大学卒業の場合で，職務経験 2 年以上 



３. 評価試験について  
【 改正内容 】インストラクタとの統合に伴い、評価試験に「共通試験」と「区分毎の評価試験」の概念を加え、適宜、対応する評価試験を設定、一部の試験名

称変更、対応テキストの改訂や一部受験料が改定されます。

≪現制度：2023年度まで（実装工程管理技術者）≫  ≪新制度：2024年度以降（インストラクタと統合）≫ 

評価試験

（対応テキスト）

・基礎学科試験： 選択式問題 
（マイクロソルダリングの基礎 第２版）

評価試験

（対応ﾃｷｽﾄ）

共通試験

（両区分共通）

・中級学科試験： 選択式問題 
（標準マイクロソルダリング技術 第４版）

・判定能力試験： 判定能力の実技に係る試験 
（実装部の品質判定 初版）

・判定能力試験： 判定能力の実技に係る試験 
（実装部の品質判定 初版）

・実技試験（１種目）： マニュアルソルダリングの実技に係る試験 
（マニュアルソルダリングの基礎 初版） ﾏﾆｭｱﾙ

ｿﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ

区分

・実技試験（３種目）： マニュアルソルダリングの実技に係る試験 
（マニュアルソルダリングの基礎 初版）

・指導能力試験 Ⅰ ： 論述及び面接形式 
（マイクロソルダリング指導能力テキスト 初版）

※マニュアルソルダリングに係る指導能力の確認 

・実装工程 筆記試験：選択式問題

（実装工程管理技術 第２版）

実装工程

区分

・実装工程学科試験：選択式問題 
（実装工程管理技術 第３版）

・実装工程管理 筆記試験：記述式問題 
（実装工程管理技術 第２版） ・指導能力試験 Ⅱ ： 論述及び面接形式 

（マイクロソルダリング指導能力テキスト 初版）

※実装工程管理に係る指導能力の確認 ・実装工程管理 面接試験： 面接形式 
（実装工程管理技術 第２版）

受験料

・基礎学科試験   ：  5,000 円（税抜） 

受験料

・中級学科試験    ： 18,000 円（税抜） 

・判定能力試験   ： 12,000 円（税抜） ・判定能力試験    ： 15,000 円（税抜） 

・実技試験（１種目）    ： 12,000 円（税抜） ・実技試験（３種目） ： 42,000 円（税抜）

・実装工程 筆記試験  ： 16,000 円（税抜） ・指導能力試験 Ⅰ   ： 18,000 円（税抜）

・実装工程管理 筆記試験 ： 14,000 円（税抜） ・実装工程学科試験 ： 16,000 円（税抜）

・実装工程管理 面接試験 ： 15,000 円（税抜） ・指導能力試験 Ⅱ  ： 18,000 円（税抜）

４. 登録申請、再認証審査（更新）等について

【 改正内容 】インストラクタとの統合に伴い、適格性証明書（資格証）の有効期間等が改定されます。また、新規及び再認証時の各種料金が改定されます。



≪現制度：2023年度まで（実装工程管理技術者）≫  ≪新制度：2024年度以降（インストラクタと統合）≫ 
新規登録料 13,000 円（税抜）〔認証日は 6 月 1 日付又は 12 月 1 日付〕 新規登録料 20,000 円（税抜）〔認証日は 6 月 1 日付又は 12 月 1 日付〕 

適格性証明書 有効期間 
（登録期間）

４年（サーベイランス制度なし：最長４年の登録期間）
適格性証明書 有効期間 

（登録期間）
５年（サーベイランス制度なし：最長 5 年の登録期間） 

再認証審査
有効期間満了前半年以内に，

書類審査（レポート）もしくは会場審査（追加研修＋判定能力試験）
再認証審査

有効期間満了前 1 年以内に， 
書類審査（レポート）もしくは会場審査（追加研修＋判定能力試験）

再認証審査料
書類審査：12,000 円 
会場審査：25,000 円 再認証審査料

書類審査：15,000 円 
会場審査：28,000 円 

再認証登録料 8,000 円（税抜） 再認証登録料 15,000 円（税抜） 

５. 適格性証明書（資格証）のプラスチックカード化について  
【 改正内容 】
・当制度での資格証は、専用台紙をフィルムで加工した【パウチカード】を採用していましたが、今回の改正において【プラスチックカード】化を図ります。

新しく発行される資格証の有効期間開始が2024年06月01日付となる、新規登録及び再認証登録の手続きから順次対応となります（新しく発行される資格証の有

効期間開始が2024年06月01日より以前は、パウチカードでの発行となりますが、資格の有効性に相違はございません）。

・上記資格証のプラスチックカード化に伴って、評価試験の合格によって認められた「知識及び能力」が資格証に明記されるようになります。ただし、インスト

ラクタ資格については区分毎に認められた知識及び能力が異なるため、該当する知識及び能力欄にチェックが入るようになります（下図参考：インストラクタ

資格証のイメージ画像）。

※最後の欄は、資格を1回でも再認証登録（更新）した際に付与されます



６. 現制度（2023年度まで）で既に実装工程管理技術者資格をお持ちの方  
【実装工程管理技術者資格の資格保有者】 【インストラクタと実装工程管理技術者の両方の資格保有者】 

 
 
次回資格証発行時（再認証）に、「マイクロソルダリング実装

工程に関する指導能力」に係るレポートを提出（合格）頂くこ

とで、下図（実装工程区分）の資格証が発行されます（実装

工程管理技術者資格では、当該能力を評価試験で確認して

いないため）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※資格受験時に実技試験を合格頂いたことを加味し、マニュアル 

ソルダリングに関する技能にもチェックが入ります 

 
≪パターン①≫ 

次回資格証発行時（再認証）※1に「マイクロソルダリング実

装工程に関する指導能力」以外の全ての項目にチェックが

入った下図の資格証が発行されます（実装工程管理技術者

資格では、当該能力を評価試験で確認していないため）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※１ インストラクタ又は実装工程管理技術者の何れかの再認証審査時 

となります 

 
≪パターン②≫ 

左記パターン①の続きですが、「マイクロソルダリング実装

工程に関する指導能力」にもチェックを入れたい場合には、

当該能力の確認に係るレポートの提出（合格）を頂ければ、

全項目にチェックが入った下図の資格証が発行されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
７. 現制度（2023年度まで）で既に受験済みの方（実装工程管理技術者の認証まではされていない方）  
・最短でも2024年度以降の認証となるため、インストラクタ（実装工程区分）で認証されることとなります。実装工程管理技術者の全ての評価試験に合格された際、

確認ができていない「マイクロソルダリング実装工程に関する指導能力」に係るレポートを提出（合格）頂くこととなりますので、予めご留意願います（その際

に発行される資格証は、６項記載の【実装工程管理技術者資格の資格保有者】と同内容となります）。 
 
・2023年度までの現制度にて既に評価試験の一部を受験済みの方（評価試験に未受験がある方や再受験予定の方）につきましては、１年間（2024年度中）を期限と

して現制度での評価試験を受験頂くことができます（各評価試験の合格有効期間は１年半に変更はないため、その点はご注意願います）。詳細につきましては、

2024年4月頃までにホームページに掲載させて頂きます次年度スケジュールにてご確認頂くか、別途、本件に係る対象者には同期間に案内状を郵送させて頂きま

すので、書面にて詳細のご確認をお願い致します。 
  

≪現制度（2023年度まで） 評価試験の実施≫ 
・実装工程管理 筆記試験（記述式問題）：2024年度 前期及び後期（東京 秋葉原 溶接会館 
 
※引き続き、判定能力試験はインスペクタ向け試験、実技試験はオペレータ向け実技試験を受験頂けます 

以上 


